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協 力 研 究 員 受 入 申 請 書 

 

令和  年  月  日  

 

高エネルギー加速器研究機構  

    研究所（研究施設）長  殿  

 

申請者氏名         

 

下記のとおり、協力研究員の受入れにかかる申請をします。  

 

記  

 

フ リ ガ ナ  生年月日  19 年  月  日（男・女）  

氏 名  国   籍   

メールアドレス  

電 話 番 号  

所 属 機 関 名 

 

 

  申請以降の所属機関の変更予定 （有・無）  

  ※有の場合：変更予定時期・変更後の所属先 （  年  月         ）  

職 名  

最 終 学 歴 年  月                  修了  

学 位 年  月  

研 究 課 題  

研 究 概 要  

受 入 期 間 令和  年  月  日  ～  令和  年  月  日  

受 入 担 当 職 員  （所属）         （職・氏名）  

研究従事場所  

前年度の申請  （有・無）  

保 険 加 入 

賠償責任保険（有・無）  傷害保険（有・無）  

疾病保険（有・無）  

※疾病・傷害 保険は 、本 邦居住 者は 公的医 療保 険 制度 、非 居住 者は 公 的医 療保険 制度 と

同等以 上の 疾病保 険 と す る。  

そ の 他  

特 記 事 項  
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--- 以下は申請時に削除して提出してください。 --- 

 

注意事項  

⚫  本人申請の場合は、受入担当職員の推薦書（様式自由）を添付してください。  

⚫  受入担当職員は、受入予定研究員の輸出審査の要否を事前に確認し、必要に応じた手

続きを行ってください。  

⚫  KEK 側受入担当職員は予め所長（施設長）の内諾を得てください。また、申請者は所

属機関の長の内諾を得てください。  

⚫  外国機関所属の者または日本国籍以外の者を受け入れる場合は、事前に研究インテグ

リティの確保に係る事前審査を行います。  

⚫  事前審査において研究インテグリティの確保が認められない場合は、受入れができま

せん。  

⚫  協力研究員は、自身または所属機関の責任において賠償責任保険及び疾病・傷害保険

に加入が必要です。※疾病・傷害保険は、本邦居住者は公的医療保険制度、非居住者

は公的医療保険制度と同等以上の保険とする。  

⚫  協力研究員は、故意・重大な過失により機構の施設・設備を減失又は毀損したときは、

その損害を賠償しなければなりません。また、機構は協力研究員の責に帰すべき事由

による事故等の補償は行いません。  

⚫  協力研究員の機構における研究成果は、原則公表するものとします。研究成果を発表

する場合は、機構における研究であることを明記してください。  

⚫  協力研究員が行った発明などによる知的財産所有権の帰属その他の取扱いは、大学共

同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構知的財産取り扱い規程（平成 16 年規程

第 16 号）に定めるところにより取り扱います。  

⚫  協力研究員は、機構の規則、関係法令及び機構の指示等を遵守してください。  


